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◎群馬県告示第２７１号 

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９号）第３条第１項の規定により、電線共同溝を整

備すべき道路を次のとおり指定した。 

  令和７年１２月９日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の種類 路線名 区   間 

県道 伊勢崎大胡線 伊勢崎市連取本町１４４番の５地先から伊勢崎市波志江町字伊勢島道下
１７９０番の６地先までの上下線 

 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１８項の規定により次のとおり土地改良区役員の就任及び

退任の届出があったので、同条第１９項の規定により公告する。 

    令和７年１２月９日 

                               群馬県知事 山 本 一 太   
                                               

 
土地改良区名 

理 事
監 事
の 別 

 
区 分 

 
役 員 氏 名 

 
住      所 

藪塚台地 理 事 新 任 穂積昌信 太田市龍舞町５９６２番地 

 同   同  糸井克好  同 六千石町７０番地１４ 

 同  退 任 清水聖義  同 飯田町７７３番地 

 同   同  鷹觜孝一  同 六千石町１１７番地 

 

 

 

 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により利根加用水土地改良区の定款の変更を令

和７年１２月１日に認可したので、同条第３項の規定により公告する。 

  令和７年１２月９日 

群馬県知事 山 本 一 太 
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